
[bookmark: _Hlk99457407]（別紙１の２）　　　　　【＜平均受給額＞中小企業等用（常時使用する従業員がいる場合）】

公益財団法人長野県産業振興機構
理事長　山浦愛幸　殿

賃金引上げ計画の誓約書


[bookmark: _Hlk100599839]令和８年度海外出願支援事業の申請に際し、以下すべてについて誓約いたします。


１．○年度（令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度）（又は○年） において、一人あたりの平均受給額を対前年度（又は対前年）増加率○％以上とすること

[bookmark: _Hlk100850725]前年度（又は前年）の給与総額（※）			○○円
[bookmark: _Hlk100600229]　前年度（又は前年）の従業員数（給与総額の算出基礎となる従業員数）
								　　名
　前年度（又は前年）の一人あたりの平均受給額		○○円

○年度（又は○年）の給与総額				○○円
　○年度（又は○年）の従業員数（給与総額の算出基礎となる従業員数）
								　　名
　○年度（又は○年）の一人あたりの平均受給額		○○円
（※）会社全体の事業計画における決算期となります。「前年度」の数値が「見込み」の場合、記載いただく給与総額も「見込み」となります。

２．補助事業終了後に実施する報告時に、表明書に記載した賃上げを特段の理由無く実行していない場合又は確認書類を提出しない場合においては、実施要領の規定に基づき、○○（事務局名）から補助金の交付決定取消し及び補助金返還指示があった場合、この指示に従います。

令和　年　　月　　日
　株式会社○○○○（個人事業主の場合は屋号を記載してください）
　（住所を記載）
　代表者氏名　○○　○○

従業員への賃金引上げ計画の表明書


当社は、○年度（令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度）（又は○年）において、平均受給額を対前年度（又は対前年）増加率○％以上とすることを従業員と合意したことを表明いたします。	Comment by Windows ユーザー: 事業終了後に当該表明書の内容について、留意事項１並びに２又は３における関連資料のご提出を頂くとともに、○○（事務局名）にて内容を確認させて頂きますので、それらを踏まえた記載内容の選択をお願いします。



令和　年　　月　　日
　株式会社○○○○（個人事業主の場合は屋号を記載してください）
　（住所を記載）
　代表者氏名　○○　○○　　




　上記の内容について、我々従業員は、令和○年○月○日に、○○○という方法によって、代表者より表明を受けました。


令和　年　　月　　日
　株式会社○○○○（個人事業主の場合は屋号を記載してください）
　従業員代表　　　　　　　　　　氏名　○○　○○　　印
　給与又は経理担当者　　　　　　氏名　○○　○○　　印







（留意事項）
１．令和５年度まで、前年度の法人税申告書別表１を本表明書と同時に提出をお願いしていたところですが、令和６年度から別表１の提出は不要となりました。
[bookmark: _Hlk100751842]２．事業年度により賃上げを表明した場合には、「法人事業概況説明書」を当該事業年度及びその前年度における同書を作成後、それぞれの「10主要科目」のうち「労務費」、「役員報酬」及び「従業員給料」の合計額並びに「４期末従業員等の状況」の（１）の「計」の数値と、同書類を、速やかに○○（事務局名）に報告、提出してください。
　　なお、法人事業概況説明書を作成しない者においては、税務申告のために作成する類似の書類（事業活動収支計算書）等の賃金支払額を確認できる書類を提出してください。
[bookmark: _Hlk100751777][bookmark: _Hlk100850909]３．暦年により賃上げを表明した場合においては、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を当該年及びその前年における同表を作成後、それぞれの「１給与所得の源泉徴収票合計表（375）」の「俸給、給与、賞与等の総額」の「支払金額」欄の金額及び同表の「人員」の数値と同書類を、速やかに○○（事務局名）に報告、提出してください。
４．上記２．又は３．による確認において表明書に記載した賃上げを特段の理由無く実行していない場合又は上記確認書類を提出しない場合においては、交付要綱及び実施要領の規定に基づき、補助金の交付決定取消し及び補助金返還となる可能性があります。表明書に記載した賃上げを実行できなかった場合は、理由書を作成し、○○（事務局名）に報告、提出してください。
５．上記２．又は３．に記載する以外の書類等にて賃上げ実績について確認を希望する場合は、税理士又は公認会計士等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類と認められた書類等（第三者評価の事実を証明する書類等：（例）公認会計士等の事務所の署名がある書類）を提出していただければ、当該書類をもって上記書類に代えることも可能です。
６．すでに本表明書を当該年度中に経済産業省または他省庁へ提出済みの場合、写しでの提出も可とします。

